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附帯決議案第１号 
 
 

１ 決議の趣旨     議案第１号、令和６年度佐伯市一般会計予算に対する附帯決議 

 

 

１ 提出年月日     令和６年３月 13 日 

 
 
１ 提 出 者     佐伯市議会予算特別委員会 
             委員長 井 上 清 三 
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議案第１号、令和６年度佐伯市一般会計予算に対する附帯決議 
 

令和６年度当初予算資料の「補助金交付一覧表」によると、令和６年度補助金等を交付

している事業は 318 事業にのぼり、2,801,178 千円を交付している。 
今般、予算特別委員会の審査の中で、補助金等を交付する根拠として、「佐伯市補助金

等交付規則」に基づき交付している事業は 161 事業であること、事業ごとの要綱等に基づ

き交付している事業は 157 事業であることが明らかになった。また、補助事業者からの申

請に基づく審査の過程でも、「交付を受けようとする補助金等の額の算出の基礎」が不明な

こと、合併協議会での決定をそのまま踏襲している例が明らかになり、担当課において「佐

伯市補助金等交付規則」に基づく審査が十分に行われていたのか疑わしい事態が生じてい

る。 
かかる状況を踏まえ、財政課はそれぞれの補助金等交付の「要綱」あるいは「規則」を

作成することを各課に指示しているとのことであった。 
本市において、ここ数年、枠配分による予算編成が行われている現状の中で、補助金等

の交付に関しては、多くの事業の見直しが行われず、今日に至っていると考えるものであ

る。こうした現状を踏まえ、佐伯市議会として、以下の点を要望する。 
 

記 
 
１ 令和６年度予算においては、事業を執行する前に補助金等の交付根拠となる要綱等を

至急定めること。 
 
２ 交付要件等については、不断の見直しを行い、補助金等の交付事業の適正化を図るこ

と。 
 
以上、附帯決議する。 

 

令和６年３月 13 日 

 

 

 佐伯市議会   
 


